
 
 

行動計画の作成 

 
行動計画作成とこれまでの協議会の流れ

 
平成 14 年 12 月：「自然再生推進法」が成立 

■目的：自然再生に関する施策を総合的に推進し、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実

現を図り、合わせて地球環境の保全に寄与する。（第 1 条） 

 

平成 16 年 1 月：「巴川流域麻機遊水地自然再生協議会」を組織 

■目的：麻機遊水地の自然環境を「保全」、「再生」、「創出」、「維持管理」するために、自然再生事業の内

容等について協議することを目的とし、地域住民、NPO、土地所有者、専門家、関係地方公共団

体及び関係行政機関などで構成。 

  
平成 19 年 3 月：「自然再生全体構想」を策定 

自然再生の対象となる区域、自然再生の目的、協議会参加者の役割分担

等を定める。 

■目指す姿と目標： 

『生命（いのち）にぎわう わ（環・和・輪）の湿地麻機』 

 目標 1：「良好な水環境の再生」 

 目標 2：「在来種の保全と生態系のバランスを保つ」 

 目標 3：「人と自然との持続的な関わりづくり」 

 目標 4：「周辺とのネットワークづくり」 

 
平成 20 年 12 月：「自然再生事業実施計画」を策定 

事業の対象となる区域及びその内容、周辺地域の自然環境との関係、自

然環境保全上の意義及び効果、事業の実施に関し必要な事項等を定める。

■取り組み内容： 

・水路の再生（第 1 工区） 

・湿地環境の再生 

・多様性のある池沼部の再生 

・外来種の駆除 

・人と自然との良好な関わりづくり 

 
平成 22 年 1 月：自然再生事業の着手  モニタリングを実施、評価し、結果を事業に反映

 
平成 28 年 3 月：「麻機遊水地地区グランドデザイン」を作成 

麻機遊水地が地域の活性化に資するように、将来に向けた大きな視点で麻機地区が目指す方向性を示す。

■取り組み内容： 

『治水機能を確保しつつ、地域の自然環境や立地特性を活かした、自立発展型の地域活性化を目指す』 

目標 1：麻機遊水地を活性化させることにより、遊水地の維持管理及び麻機地域の活力を生み出す 

目標 2：遊水地の魅力を高めることにより、広域からの観光・交流を呼び込み、交流人口増加を図る。

・グランドデザイン実現のため自然再生と利活用の両輪の取組が必要になった 

・組織が肥大化し、自然再生協議会を引き継ぐ新たな組織を再編した 

平成 28 年 7 月：「麻機遊水地保全活用推進協議会」を組織 

 
平成 28 年 7 月～：全体構想、グランドデザインを基に「行動計画」を作成 

 
※行動計画策定後は、自然再生推進法の手続きに基づき、主務大臣及び都道府県知事に行動計画を送付し、

助言を得るものとする。 
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